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   子ども応援フェスタ会場設営等業務仕様書 

 

１ 業務名 

子ども応援フェスタ会場設営等業務 

 

２ 履行期間 

契約締結日から２０２６年１１月７日（土）まで 

 

３ 概要 

（１） 事業名 子ども応援フェスタ（以下「フェスタ」という。） 

（２） 目 的 「甲府市子ども未来応援条例」に基づき、甲府市（以下「委託者」という。） 

では、地域で子どもを応援する皆様と連携する中、「子どもが未来を築く機   

会づくり」として、子どもたちが多種多様な体験を出来る取組みを推進して

おり、他部署や他機関とも連携した子ども向けのプログラムを展開し、「子

どもに夢を与える機会」を創出することを目的に本事業を開催する。 

（３） 日 程 ①「子ども応援フェスタ（アートであそぼ！）」 

２０２６年９月２６日（土）午前１０時００分～午後４時００分 

②「子ども応援フェスタ（お城であそぼ！）」 ※雨天中止 

２０２６年１１月７日（土）午前１０時００分～午後４時００分 

（４） 場 所 ①「子ども応援フェスタ（アートであそぼ！）」 

       リッチダイヤモンド総合市民会館 

      ②「子ども応援フェスタ（お城であそぼ！）」 

       舞鶴城公園自由広場及び舞鶴城公園南広場 

（５） 対 象 小学生を主な対象とするが、未就学児や中学生の参加も可能 

（６） 入場料 無料 

（７） 内 容 ①「子ども応援フェスタ（アートであそぼ！）」 

（約３０団体の出展を想定） 

・和楽器演奏体験 

・工作体験 

・お絵描き体験 

・フラワーアレンジメント体験 など 

      ②「子ども応援フェスタ（お城であそぼ！）」 

（約３０団体の出展を想定） 

(ア)舞鶴城公園自由広場 

・ステージイベント 

・スポーツ体験 

・はたらく乗り物乗車体験 

・体験型ブース など 

(イ)舞鶴城公園南広場 
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・運動遊び体験 など 

※①、②共通で一部プログラムに事前予約制有り 

（８） その他 会場の使用可能日時は、次の通り 

表１ 会場使用可能日時（設営・撤去含む） 

①会場名 使用可能日時 想定用途 

リッチダイヤモンド 

総合市民会館 

・1階 山の都アリーナ、芸

術ホール等 

・2階 講義室等  

9月 25日(金) 

13:00～22:00 

9月 26日(土) 

8:00～18:00 

フェスタ設営等準備・運営・撤去 

 

②会場名 使用可能日時 想定用途 

(ア)舞鶴城公園自由広場 11月 6日(金) 

13:00～18:00 

11月 7日(土) 

8:00～18:00 

フェスタ設営等準備・運営・撤去 

(イ)舞鶴城公園南広場 

※会場は、委託者で確保済み。 

  

４ 業務内容 

「３ 概要」を踏まえ、以下の業務を行うものとする。 

（１） 会場設営等業務 

① 「子ども応援フェスタ（アートであそぼ！）」 

各会場に簡易音響機材等の運搬及び設営指示等を行い、フェスタ終了後は、速やかに

撤去し、清掃のうえ原状回復すること。また、設営物の机や椅子等については、一部会

場備品を使用し、その他の設営物については次の規格を基本とするが、設営場所に不

都合が生じる場合は、委託者と協議のうえ規格を決定するものとする。 

山の都アリーナ等全面へシート（会場が用意）を敷く作業、会場備品の机や椅子を使

用したアリーナ内における出展団体のブース設営及び撤去、シート敷きやブース等の

設置指示者及び養生テープ等の必要物品の用意については、受託者側が行うものとす

る。 

なお、設営、撤去等は、「表１ 会場使用可能日時」にすべて行うこと。 

 

ア タイトル看板  

・規 格 Ｗ７，２００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ  

・設営数 １式 

 ※タイトル看板については、ステージ上部に掲げることを想定 
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イ 案内看板 

    ・規 格 自立式（Ｗ６００ｍｍ × Ｈ１，８００ｍｍ） 

    ・設営数 ２枚 

    ・片面のみデザイン 

ウ 出展者看板 

    ・規 格 Ｗ９００ｍｍ ×Ｈ２００ｍｍ 

    ・設営数 ２０枚 

 エ Ｌ型什器（A3ラミネート付き） 

・設営数 １０本 

オ 長机 

・規 格 Ｗ１，８００ｍｍ × Ｄ４５０ｍｍ 

・設営数 ５０台 

カ パイプ椅子 

・設営数 １５０脚 

   キ ブルーシート 

    ・規 格 Ｗ３，６００ｍｍ ×Ｈ５，４００ｍｍ 

    ・番 手 ＃１３００ 

    ・設営数 ８枚 

   ク タープテント 

・規 格 Ｗ２，４００ｍｍ × Ｄ２，４００ｍｍ 

・設営数 ３張 

ケ ごみ箱  

     会場内全体の美化を図るため、ごみ箱（１組）の設置を行うこと。ごみ箱につい

ては、市内の収集方法に準じ、可燃・資源ごみ（ビン・缶・ペットボトル）に分け

て設置すること。また、事業終了後は、ごみを委託者の指定した場所に集積し、清

掃による原状回復を行うこと。 

なお、集積したごみの収集手配は委託者において行う。 

 

② 「子ども応援フェスタ（お城であそぼ！）」 

会場に仮設ステージ・音響機材・テント等の運搬及び設営を行い、フェスタ終了後

は、速やかに撤去し、清掃のうえ原状回復すること。なお、設営物については次の規格

を基本とするが、設営場所に不都合が生じる場合は、委託者と協議のうえ規格を決定

するものとする。 

会場が歴史文化財に該当することから、杭等で掘削することは禁止されているため、

安全管理を目的としたテント等の転倒防止については、ウエイト等の設置で対応する

こと。 

なお、設営、撤去等は、「表１ 会場使用可能日時」にすべて行うこと。 
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ア 仮設ステージ 

・規 格 Ｗ７，２００ｍｍ × Ｄ５，４００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 

・設営数 １式 

イ 横断幕  

・規 格 Ｗ７，２００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ  

・設営数 １式 

ウ 案内看板 

    ・規 格 自立式（Ｗ６００ｍｍ × Ｈ１，８００ｍｍ） 

    ・設営数 ３枚 

    ・片面のみデザイン 

エ 出展者看板 

    ・規 格 Ｗ９００ｍｍ ×Ｈ２００ｍｍ 

    ・設営数 ２０枚 

オ ６坪テント 

・規 格 Ｗ５，４００ｍｍ ×Ｄ３，６００ｍｍ 

・設営数 ２張 

カ ３坪テント 

・規 格 Ｗ３，６００ｍｍ × Ｄ２，７００ｍｍ 

・設営数 １４張 

   キ タープテント 

・規 格 Ｗ２，４００ｍｍ × Ｄ２，４００ｍｍ 

・設営数 ４張 

ク テント横幕 

    ・設営数 ３４間 

ケ 長机 

・規 格 Ｗ１，８００ｍｍ × Ｄ４５０ｍｍ 

・設営数 ５０台 

コ パイプ椅子 

・設営数 １５０脚 

サ カラーコーン＆バー 

     参加者の安全を考慮し、会場のゾーニングを行うためのカラーコーン・バー（５

０組）を用意すること。 

シ 音響機材 

     ステージで、「ダンス」「マイクパフォーマンス」「体験型イベント」などのプログ

ラムがあることを想定し、必要な音響機材一式を揃えること。 

ス 発電機 

    ・規 格 ２ＫＶＡ 

    ・設営数 ２台 
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セ 姿見 

    ・規 格 自立式（Ｗ６００ｍｍ × Ｈ１，８００ｍｍ） 

    ・設営数 １台 

   ソ ハンガーラック（ハンガー付き） 

    ・規 格 自立式（Ｗ９００ｍｍ × Ｈ１，５００ｍｍ） 

    ・設営数 １台 ※ハンガー１０個 

タ ごみ箱 

     会場内全体の美化を図るため、ごみ箱（２組）の設置を行うこと。ごみ箱につい

ては、市内の収集方法に準じ、可燃・資源ごみ（ビン・缶・ペットボトル）に分け

て設置すること。また、事業終了後は、ごみを委託者の指定した場所に集積し、清

掃による原状回復を行うこと。 

なお、集積したごみの収集手配は委託者において行う。 

   チ 会場使用料 

     ステージ、テント等の占有物にかかる使用料について、山梨県中北建設事務所へ

の支払いを行うこと。 

 

（２）運営業務（①②共通） 

ア 運営マニュアル及び進行台本の作成 

・円滑なフェスタの進行を行うため運営マニュアル及び進行台本（案）を作成し、

委託者に了承を得たうえで、フェスタの進行を実施すること。 

・進行台本は、司会者により開会式や当日のイベント紹介、ステージ上で行う体験

プログラム等の進行を円滑に行うための台本を作成すること。 

イ 関係機関に提出する書類に必要な資料の作成 

  ・会場の使用または占有許可申請や文化財の現状変更許可申請に必要な資料（会場

レイアウトや占有物一覧等）を作成すること。 

  ・文化財の現状変更終了届に必要な実施状況と使用後の原状回復が分かる写真を添

付した報告書を作成すること。 

※各種申請及び届出は委託者で行うものとする。 

ウ スタッフの配置 

  ・運営担当者を１名以上配置すること。 

    ・音響担当者を２名以上配置すること。 

    ・照明担当者を２名以上配置すること。（①のフェスタのみ） 

エ 運営補助業務 

   本フェスタに協力いただく「やまなしステージ・アート・プロジェクト実行委員

会」より本フェスタへの参加依頼を行った団体との連絡調整及びプログラム実施の

補助業務を行うものとする。体験プログラムの実施方法や実施場所等の具体的な詳

細については、委託者と協議の上決定するものとする。 
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オ その他 

  ・フェスタに出展予定の団体のスタッフ（４５０名）に昼食（弁当・飲み物）を用意

すること。 

   

（３）印刷物作成業務 

ア 募集チラシ・ポスターのデザイン及び作成 

募集チラシ・ポスターを作成すること。内容については、委託者の了承を得ること。 

【チラシ】（①、②のフェスタ共通） 

・概   要 Ａ４版・縦・４色刷り両面カラー 

・用 紙 種 類 コート紙・９０ｋｇ 

・作 成 部 数 ５，０００枚×２回分＝１０，０００枚 

・作成データ 作成データは、Adobe の Illustrator により、ＰＤＦ形式にて納品

すること。 

【ポスター】（①、②のフェスタ共通） 

・概   要 Ｂ２版・縦・４色刷り片面カラー 

・用 紙 種 類 コート紙・１１０ｋｇ 

・作 成 部 数 ２００枚×２回分＝４００枚 

・作成データ 作成データは、Adobe の Illustrator により、ＰＤＦ形式にて納品

すること。 

イ 会場案内図（スタンプラリー台紙）＆アンケート用紙のデザイン及び作成 

    会場案内図（スタンプラリー台紙）＆アンケート用紙を作成すること。会場全体で

スタンプラリーを実施することから、会場案内図に加えたスタンプラリー実施可能

な様式内容にすること。 

    ・概   要 Ａ４版・縦・両面白黒印刷（①②のフェスタ共通） 

    ・用 紙 種 類  コート紙・９０ｋｇ 

    ・作 成 部 数 ５００枚×２回分＝１，０００枚 

 

５ 留意事項 

（１）業務の遂行に関しては、関係法令を遵守すること。 

（２）委託者と十分な連携をとり、本業務を実施するにあたり、綿密な協議を行い、受託者

は、委託者の了承を受けてから作業を進めるものとする。 

（３）天災その他の不可効力により受託者に損害が生じた場合、受託者は委託者に対してそ

の損害を請求することはできない。また、委託者・受託者の責任に拠らない天災その他不

可抗力により事業が中止となった場合は、双方で協議を行う。 

（４）本業務において受託者が取り扱う個人情報については、委託者の保有する個人情報と

して個人情報の保護に関する法律（平成 15 年 5 月法律第 57 号）の適用を受けることに

留意し、その適切な管理のために、必要な措置を講じること。 

（５）受託者は、本業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、または自己利

益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。 
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（６）本業務において受託者が作成したコンテンツの著作権（著作権法第２１条から第２８

条までに規定する権利で、第２７条及び第２８条に定める権利を含む。）、所有権、利用権

は委託者に帰属するものとする。また、受託者は著作権を譲渡した著作物に関して、著作

人格権を行使しないものとする。 

（７）フェスタ開催に伴い、法律上の損害責任が生じた場合には、原則委託者で加入してい

る損害保険で対応するが、受託者の故意または過失により委託者に損害を与えた場合、

その損害について委託者に対し賠償の責を負うものとする。 

（８）その他、仕様書の内容について疑義が生じた場合や不明な事項については、事前に委

託者と協議のうえ決定すること。 


